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年齢階層別人口の推移

○日本の総人口は、2050年には、10,192万人と、2010年から約2,500万人減少（約20％減少）。
○65歳以上人口は約500万人増加するのに対し、生産年齢人口（15‐64歳）は約2,500万人、若年人口（0‐14歳）は

約500万人減少する。その結果、高齢化率でみればおよそ25％から40％へと高まる。

（出典）総務省「国勢調査報告」、同「人口推計年報」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」における出生中位（死亡中位）推計をもとに、国
土交通省国土政策局作成

（注１）「生産年齢人口」は15～64歳の者の人口、「高齢人口」は65歳以上の者の人口
（注２）（ ）内は若年人口、生産年齢人口、高齢人口がそれぞれ総人口のうち占める割合

（注３）2015年は、年齢不詳の人口を各歳別に按分して含めている
（注４）1950～1969、1971年は沖縄を含まない
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（推計）

総人口
10,467万人

高齢人口
739万人
（7.1％）

総人口
12,709万人

高齢人口
3,387万人
（26.6％）

生産年齢人口
5,275万人
（51.8％）

若年人口
2,517万人
（24.0％）

若年人口
1,077万人
（10.6％）

高齢人口
3,841万人
（37.7％）

総人口は
約2,500万人減少

生産年齢は
約2,500万人減少

高齢は
約500万人増加

若年は
約500万人減少

生産年齢人口
7,728万人
（60.8％）

若年人口
1,595万人
（12.5%）

生産年齢人口
7,211万人
（68.9％）

（年）

10,192万人

総人口

高齢人口

生産年齢人口

若年人口
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県庁所在地の人口の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（人口 単位：万人）

（年）

県庁所在地のDID面積の推移
（三大都市圏及び政令指定都市を除く）

（年）

（面積 単位：km2）

1970年→2010年

DID面積は倍増

〈１都市あたりの平均人口〉

1970年→2010年

人口は約２割増加

約40年前の

1970年と同水準

〈１都市あたりの平均DID面積〉

出典：国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計）

地方都市の現状と課題

○多くの地方都市では、

・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活力が低下

・住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成

・厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が将来困難になりかねない状況に
ある。

○こうした状況下で、今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分的な問題への対症療法
では間に合わず、都市全体の観点からの取り組みを強力に推進する必要。

地方都市の現状と課題
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：1960年（1960年以降で最もDID人口密度の高い年）

（参考） 地方都市の人口動態と市街地～ A市(人口約１０万人) ～

出典：国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月推計）より国土交通省作成

：2015年

人口集中地区の区域図（1960年、2015年）人口及び人口集中地区の人口密度の動向

約4倍

人口集中地区の目安

（推計値）

老年人口

生産年齢人口

幼年人口

中心駅

中心部

1960年
10.7万人

2015年
10.2万人

2040年
8.0万人

15歳未満 15～64歳 65歳以上 総人口 DID人口密度（人/ha）
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＜中心市街地（Ｂ市）＞

低未利用率 27.0%
（着色部分が低未利用地等）

中心市街地等における低未利用地の増加

低未利用率 75.0%
（着色部分が低未利用地等）
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＜郊外の戸建住宅用地（Ｃ市）＞

都市の大きさや外縁が変わらず
に、小さな穴があくように密度が
下がっていく



コンパクト・プラス・ネットワークのねらい

○医療・福祉・商業等の生活
サービスの維持が困難に

○公共交通ネットワークの縮小・
サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞、企業の撤退

○中心市街地の衰退、
低未利用地や空き店舗の増加

○社会保障費の増加

○インフラの老朽化への対応

■ 厳しい財政状況

都市が抱える課題

生活サービス機能の維持

生活サービス施設へのアクセス確保
など利用環境の向上

高齢者の社会参画

サービス産業の生産性向上、投資誘発

外出機会・滞在時間の増加による消費拡大

インフラの維持管理の合理化

行政サービスの効率化

地価の維持・固定資産税収の確保

健康増進による社会保障費の抑制

コンパクトシティコンパクトシティ
生活サービス機能と居住を
集約・誘導し、人口を集積

まちづくりと連携した公共交通
ネットワークの再構築

＋
ネットワーク

エネルギーの効率的利用
ＣＯ２排出量の削減

中心拠点や生活拠点が
利便性の高い公共交通で結ばれた
多極ネットワーク型コンパクトシティ

高齢者や子育て世代が安心・快適に
生活できる都市環境

ビジネス環境の維持・向上により
地域の「稼ぐ力」に寄与

財政面でも持続可能な都市経営

低炭素型の都市構造の実現

○ 人口減少・高齢者の増加

○ 拡散した市街地

都市を取り巻く状況

○都市のコンパクト化は、居住や都市機能の集積による「密度の経済」の発揮を通じて、住民の生活利便性の維持・
向上、サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等による行政コストの削減
などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策手段。

コンパクトシティ化による効果の例

生活利便性の維持・向上等

地域経済の活性化

行政コストの削減等

地球環境への負荷の低減
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コンパクトシティ化の効果…生活サービスの維持
■医療、商業等の生活サービス施設や公共交通の維

持には、一定の人口集積が不可欠。

■薄く広がった市街地を抱えたまま、今後、全市的に
人口が減少すると、これらサービスの維持ができなく
なり、日常生活を営むことが困難となり、地域経済が
衰退するおそれ。

⇒コンパクトシティ化により、居住を公共交通沿線や日常

生活の拠点に緩やかに誘導し、人口集積を維持・増加

させ居住と生活サービス施設との距離を短縮することに

より、生活サービス施設の立地と経営を支え、市民の生

活利便性を維持。

人口密度40人/ha以上の地区
⇒生活サービス施設が多く立地。

施設の立地を支える商圏人
口等が大きく減少し、全市的
に生活サービス施設の存続
が困難に

人口密度40人/ha
以上の地区が消失

2010年

2040年

例えば都市型コンビニエンスストアの場合、
商圏距離：500ｍ 商圏人口：3,000人

が標準といわれている。
⇒これを人口密度に換算すると、約40人/ha
（出所） 「すぐ応用できる商圏と売上高予測」市原実著、同友館

500m

圏域人口
3,000人

都市型ｺﾝﾋﾞﾆの
商圏イメージ図

人口密度
約40人/haに相当

仮にコンパクトシティ化
に取り組まず、全市均等
に人口が減少すると

居住誘導により、拠点地区の
人口密度を維持することによ
り、将来においても生活サー
ビス施設の維持が可能に
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商品の性質や業態の組み合わせ等で、商圏や立地戦略は様々
＊コンビニエンスストア

大都市住宅地⇒商圏：半径500メートル、周辺人口：3,000人、流動客
その他の地域⇒商圏：半径２～３キロメートル（幹線道路沿いに立地）、周辺人口：３０００人～４０００人、流動客

＊食品スーパー（2,000～3,000㎡規模） ⇒周辺人口１～3万人
＊ドラッグストア（1,000～1,500㎡規模） ⇒周辺人口１～3万人

出典：都市再構築戦略検討委員会専門家プレゼンテーションより国土交通省作成

３千人 ５千人 １万人 ３万人 ５万人 １５万人…

＜医療＞
地区診療所 診療所 地区病院 中央病院

＜福祉＞
高齢者向け住宅 デイサービスｾﾝﾀｰ
訪問系サービス 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 有料老人ホーム

老健・特養

＜買い物＞
コンビニエンスストア 食品スーパー 商店街・百貨店等

周辺人口規模

※人口規模と機能の対応は概ねの規模のイメージであり、具体的には条件等により差異が生じると考えられる。

○ 商業・医療・福祉等の機能が立地し、持続的に維持されるためには、機能の種類に応じて、以
下のような圏域人口が求められる。

（参考） 利用人口と都市機能

商業施設の商圏と施設規模

国土交通省 都市局 第２回都市再構築戦略検討委員会
有限会社 リティルウォーク 代表 服部年明 氏 プレゼン資料より抜粋 7



一極集中

郊外を切り捨て、市町村内の最も主要な拠点（大き
なターミナル駅周辺等）１カ所に、全てを集約させる

多極型の都市構造

中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺な
どの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコン
パクト化を目指す

コンパクトシティをめぐる誤解

全ての人口の集約

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集約させる
ことを目指す

強制的な集約

居住者や住宅を強制的に短期間で移転させる

全ての人口の集約を図るものではない

例えば農業従事者が農村部に居住することは当然
（集約で一定エリアの人口密度を維持）

誘導による集約

インセンティブを講じながら、時間をかけながら居住
の集約化を推進

コンパクトシティをめぐる誤解

地価水準の格差を生む

居住等を集約する区域の内外で地価水準が大きく
分かれ、格差が生じる

急激な地価変動は生じない

・誘導策による中長期的な取組であり、急激な地価
変動は見込まれない

・まちなかの地価の維持・上昇に加え、都市全体の
地価水準の底上げ等の波及効果を期待
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立地適正化計画区域
＝都市計画区域

コンパクト・プラス・ネットワーク
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○都市全体を見渡して・・・

市街化区域等

居住誘導区域

都市機能誘導区域

生活サービス機能と居住を
集約・誘導し、人口を集積

まちづくりと連携した公共交通
ネットワークの再構築

＋
ネットワーク

コンパクト



◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、

届出、市町村による働きかけ

コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度
○平成26年に改正した都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、

居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導と、それと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を推進。

○必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。

立地適正化計画 （市町村が作成）
【改正都市再生特別措置法】（平成26年8月1日施行）

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について

届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用

◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

Ｚ

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

立地適正化計画

連携

好循環を実現

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

地域公共交通
網形成計画

→加えて、地域公共交通ネットワークの再構築を図る
事業への出資等の制度を創設するため、平成２７年８
月に地域公共交通活性化再生法等を改正

○事業の具体的内容
・運行主体 ・運行ダイヤ
・ルート ・運賃 等

◆まちづくりとの連携

◆地域全体を見渡した面的な公共交通ネット

ワークの再構築

Ｚ
拠点エリアにおける循環型の公共交通ネットワーク
の形成

Ｚ

Ｚ

デマンド型乗合タクシー等の導入

コミュニティバス等によるフィーダー（支線）輸送

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

地域公共交通再編実施計画
（地方公共団体が事業者等の同意の下作成）

地域公共交通網形成計画
（地方公共団体が中心となって作成）

【改正地域公共交通活性化再生法】
（平成26年11月20日施行）
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○４０７都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。 （平成３０年３月３１日時点）
○このうち、１６１都市が平成３０年５月１日までに計画を作成・公表。

立地適正化計画の作成状況

※平成３０年５月１日までに作成・公表の都市（オレンジマーカー）
都市機能誘導区域、居住誘導区域ともに設定した市町村（赤字：１２３都市）、都市機能誘導区域のみ設定した市町村（青字３８都市） （平成30年5月1日時点）

合計４０７都市

大館市 常陸大宮市 春日部市 あわら市 三島市 伊勢市 東大阪市 倉敷市 八幡浜市

札幌市 湯沢市 坂東市 深谷市 新潟市 越前市 島田市 松阪市 阪南市 津山市 新居浜市 大分市

函館市 大仙市 かすみがうら市 戸田市 長岡市 越前町 富士市 桑名市 笠岡市 西条市 竹田市

旭川市 山形県 つくばみらい市 朝霞市 三条市 美浜町 磐田市 名張市 神戸市 総社市 大洲市 杵築市

室蘭市 山形市 小美玉市 志木市 新発田市 高浜町 焼津市 亀山市 姫路市 高梁市 伊予市

釧路市 米沢市 大洗町 坂戸市 小千谷市 掛川市 伊賀市 尼崎市 赤磐市 四国中央市 宮崎市

美唄市 鶴岡市 城里町 鶴ヶ島市 見附市 甲府市 藤枝市 朝日町 西宮市 真庭市 西予市 都城市

士別市 酒田市 東海村 日高市 燕市 山梨市 袋井市 西脇市

名寄市 寒河江市 境町 毛呂山町 糸魚川市 大月市 裾野市 大津市 宝塚市 広島市 高知市 鹿児島市

北広島市 村山市 越生町 五泉市 笛吹市 湖西市 彦根市 高砂市 呉市 南国市 薩摩川内市

石狩市 長井市 宇都宮市 小川町 上越市 上野原市 菊川市 草津市 朝来市 竹原市 土佐市 奄美市

当別町 中山町 栃木市 鳩山町 魚沼市 伊豆の国市 守山市 たつの市 三原市 須崎市 姶良市

福島町 佐野市 上里町 南魚沼市 長野市 牧之原市 栗東市 福崎町 尾道市 四万十市

八雲町 福島市 鹿沼市 寄居町 胎内市 松本市 函南町 甲賀市 太子町 福山市 那覇市

江差町 郡山市 日光市 田上町 上田市 長泉町 野洲市 府中市 北九州市

古平町 いわき市 小山市 千葉市 湯沢町 岡谷市 森町 湖南市 奈良市 東広島市 大牟田市

鷹栖町 白河市 真岡市 船橋市 飯田市 東近江市 大和高田市 廿日市市 久留米市

東神楽町 須賀川市 大田原市 松戸市 富山市 諏訪市 名古屋市 大和郡山市 直方市

芽室町 喜多方市 那須塩原市 成田市 高岡市 小諸市 豊橋市 舞鶴市 天理市 下関市 飯塚市

二本松市 那須烏山市 佐倉市 魚津市 駒ヶ根市 岡崎市 亀岡市 桜井市 宇部市 田川市

青森市 国見町 下野市 柏市 氷見市 飯山市 一宮市 長岡京市 五條市 山口市 行橋市

弘前市 猪苗代町 芳賀町 市原市 黒部市 茅野市 瀬戸市 八幡市 葛城市 萩市 小郡市

八戸市 矢吹町 流山市 小矢部市 塩尻市 春日井市 京田辺市 宇陀市 防府市 宗像市

黒石市 新地町 前橋市 酒々井町 入善町 佐久市 豊川市 南丹市 川西町 岩国市 太宰府市

五所川原市 高崎市 千曲市 刈谷市 田原本町 光市 朝倉市

十和田市 水戸市 桐生市 八王子市 金沢市 安曇野市 豊田市 豊中市 王寺町 柳井市 那珂川町

むつ市 日立市 伊勢崎市 府中市 小松市 富士見町 安城市 池田市 周南市 遠賀町

土浦市 太田市 日野市 輪島市 蒲郡市 吹田市 和歌山市

盛岡市 古河市 館林市 福生市 加賀市 岐阜市 江南市 高槻市 海南市 徳島市 小城市

花巻市 石岡市 渋川市 羽咋市 大垣市 小牧市 守口市 有田市 阿南市 嬉野市

北上市 龍ケ崎市 藤岡市 相模原市 白山市 多治見市 東海市 枚方市 新宮市 基山町

二戸市 下妻市 吉岡町 横須賀市 野々市市 関市 知立市 茨木市 湯浅町 高松市

八幡平市 常総市 明和町 鎌倉市 穴水町 瑞浪市 尾張旭市 八尾市 丸亀市 長崎市

常陸太田市 邑楽町 藤沢市 美濃加茂市 豊明市 寝屋川市 鳥取市 坂出市 大村市

仙台市 高萩市 小田原市 福井市 大野町 田原市 河内長野市 善通寺市

大崎市 笠間市 さいたま市 秦野市 敦賀市 静岡県 弥富市 大東市 松江市 観音寺市 熊本市

利府町 取手市 川越市 厚木市 小浜市 静岡市 東郷町 和泉市 大田市 多度津町 荒尾市

牛久市 秩父市 大和市 大野市 浜松市 箕面市 江津市 玉名市

秋田市 つくば市 本庄市 伊勢原市 勝山市 沼津市 津市 門真市 松山市 菊池市

横手市 守谷市 東松山市 海老名市 鯖江市 熱海市 四日市市 高石市 岡山市 宇和島市 合志市

栃木県

北海道 新潟県 大分県

兵庫県

宮崎県

山梨県

滋賀県 広島県 高知県 鹿児島県

青森県

長野県

福島県 沖縄県

福岡県

千葉県 奈良県

富山県 愛知県

京都府 山口県

群馬県

茨城県 東京都 石川県 大阪府

宮城県 福井県

和歌山県

岩手県 岐阜県 徳島県 佐賀県

神奈川県

香川県

長崎県

鳥取県

埼玉県 島根県 熊本県

秋田県 三重県 愛媛県

岡山県 11



○コンパクトシティ推進のための公的
不動産(PRE)活用計画の作成支
援【都市局】
○地方公共団体による公共施設再
編の促進【総務省】
○国公有財産の最適利用の推進
【財務省】
○PREの活用促進【土地局】

○コンパクトシティの本格的推進を図
るため、立地適正化計画に基づく
地方単独事業に対し、地方財政
措置を拡充（立地適正化事業債
の導入）【総務省】

地方財政措置
計画作成・合意形成

各分野の施策

○交通結節点、自由通路、駐車場、バス施設等への支援【都市局】
○計画的な地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組への支援【総合政策局】

公共交通整備

居住誘導

拠点整備

○地方創生交付金による先導的なコンパクトシティの取組への支援 【内閣府】
○都市機能の集約に資するCO2削減対策に取り組む地域への支援【環境省】
○全国の公共交通機関を網羅した経路検索の可能化等に関する調査【総合政策局】 等

市街地整備 ○地域の実情に応じた柔軟な市街地整備事業の推進【都市局】
○都市機能誘導区域内等における商店街機能の活性化・維持に向けた取組に対する重点支援【経産省】

都市機能誘導

介 護 ○介護施設の立地誘導（助成事業の選定に際しコンパクトシティ形成に資するものを優先的に配慮）【厚労省】
○サービス付き高齢者向け住宅の補助事業において市町村のコンパクトシティの方針等との整合を要件化【住宅局】

子育て ○子育て支援施設（乳幼児の一時預かり施設、子ども送迎センター）への公的支援の充実【都市局】
○都市公園における社会福祉施設等の設置弾力化【都市局】
○都市部等の保育所等の整備促進（地域連携コーディネーター）【厚労省】
○事業所内保育等の企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置を創設（固定資産税等）

公共施設等再編

立地適正化計画の作成、合意形成等のための支援 【都市局】

都市機能誘導区域等の拠点整備のための市街地整備、公共交通整備等に対する支援

誘導施設の整備に対する支援（誘導施設の整備等に対する補助、金融支援、税制特例、容積率の特例）

○コンパクトシティ形成に資する取組等を行う地方公共団体の居住誘導区域内における、地方公共団体の住宅の
建設・取得に対する財政的支援とあわせた住宅ローンの金利引き下げ【住宅金融支援機構】

○既成市街地における快適な居住環境の創出等のための住宅や公共施設の整備等に対する支援【住宅局】
○空き家の活用・除却に対する補助【住宅局】、全国版空き家・空き地バンクの構築等【土地局】

居住誘導に対する支援（住宅の立地誘導、居住環境の向上、空き家等の活用促進等に係る支援等）

コンパクト・プラス・ネットワークに関連する主な支援措置

○地域における案件形成の促進【総
合政策局】

PPP/PFI

都市構造の集約

○誘導施設の整備に対する補助【都市局】
○民都機構による金融支援【民都機構】、事業用資産の移転・誘導施設用地の提供等に係る税制特例

12



コンパクトシティ形成支援チームによる省庁横断的な支援
○コンパクトシティの推進に当たっては、医療・福祉、地域公共交通、公共施設再編、 中心市街地活性化などのまちづくりと

密接に関係する様々な施策と連携し、整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的な取組として進めていくことが重要。

○このため、まちづくりの主体である市町村において施策間連携による効果的な計画が作成されるよう、関係府省庁で構成
する「コンパクトシティ形成支援チーム」を通じ、市町村の取組を省庁横断的に支援。

府省庁横断的な支援

○関係府省庁において関係施策が
連携した支援施策を具体的に検討
し、制度改正・予算要求等に反映

コンパクトシティ化に
取り組む市町村

モデル都市の形成・横展開

具体的な効果・事例を
目に見える形で提示

取組成果の「見える化」

○他の市町村のモデルとなる都市
の計画作成を関係府省庁が連携
して重点的にコンサルティング

○コンパクトシティ化に係る評価指標
（経済財政面・健康面など）を開発・提供
し、市町村における目標設定等を支
援

○人口規模やまちづくりの重点
テーマ別に類型化し、横展開

○市町村との意見交換会等を通じ、
施策連携に係る課題・ニーズを把握

現場ニーズに即した支援施策の充実

“横串”の視点での
施策間連携を促進

コンパクトシティの
取組の実効性を確保

国土交通省 〔事務局〕

コンパクトシティ形成支援チーム （H27.3設置）コンパクトシティ形成支援チーム （H27.3設置）

内閣官房／内閣府 復興庁

経済産業省

総務省 財務省 金融庁

農林水産省厚生労働省文部科学省

（施策連携イメージ）

医療・福祉

防災
都市農業

住宅
公共施設再編地域公共交通

学校・教育

子育て
広域連携

コンパクトシティの形成

都市再生・
中心市街地活性化

○市町村の取組の進捗や課題を関係
府省庁が継続的にモニタリング・検証

（支援チームの主な取組）

『まち・ひと・しごと創生総合戦略』
（H26.12.27閣議決定）に基づき設置

環境省

13



公共施設等適正管理推進事業債について～現場ニーズに即した支援施策の充実①～

公共施設等の集約化・複合化、老朽化対策等を推進し、その適正配置を図るため、長寿命化対策、コンパクトシティの

推進（立地適正化）、熊本地震の被害状況を踏まえた庁舎機能の確保 （市町村役場機能緊急保全）及びユニバーサ

ルデザイン化事業に要する費用について、地方債措置として「公共施設等適正管理推進事業費」を計上。

公共施設等の老朽化対策が課題となる中で、財政負担の軽減・平準化に向けた集約化・複合化と併せて長寿命化等の

推進が必要となっていること、コンパクトシティ形成に向けて省庁横断的な対応が求められていること、熊本地震の

被害状況を踏まえ庁舎機能の確保等の必要性が高まっていること等を踏まえ、公共施設等の適正管理の取組を

積極的に推進。

背景・趣旨

概 要

14

平成３０年度 公共施設等適正管理推進事業費 （ ４，８００億円 ）

（対象事業）
① 集約化・複合化事業
② 長寿命化事業 ⅰ）公共用建物

ⅱ）社会基盤施設（道路・農業水利施設・河川管理施設・砂防関係施設・海岸保全施設・
治山施設・港湾施設・漁港施設・農道）

③ 転用事業
④ 立地適正化事業 コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業
⑤ ユニバーサルデザイン化事業：公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

⑥市町村役場機能緊急保全事業
⑦除却事業

（事業期間） 平成３３年度まで
※ 市町村役場機能緊急保全事業は緊急防災・減災事業の期間と合わせ平成３２年度まで



１ 事業要件

以下のすべての要件に適合する事業。

①事業を実施する地方公共団体において、計画・方針に基づき、以下

の取組を積極的に実施していること。

・子育て支援の場合 ： 保育の受け皿の整備等の子育て支援

・ＵＩＪターンの場合 ： 起業支援等の地域活性化に資する取組及び空き家の

解消に資する取組

・コンパクトシティ形成の場合 ： 都市機能の誘導等のコンパクトシティ形成に

資する取組及び空き家の解消に資する取組

② 地方公共団体において、住宅の建設・購入に対して、一定の

補助金等の財政支援を行うものであること。

③ 住宅金融支援機構に設置された有識者委員会において、事業

内容が適切であると認められたものであること。

２ 支援内容

① 対象となる住宅取得

・ 若年子育て世帯による既存住宅の取得

・ 若年子育て世帯・親世帯等による同居・近居のための

新築住宅・既存住宅の取得

・ＵＩＪターンによる新築・既存住宅の取得

・居住誘導区域内における新築住宅・既存住宅の取得

※ 各施策の要件は、地方公共団体が、地域の実情を踏まえて設定。

② 住宅ローン（フラット３５）の金利引下げ

・ 当初５年間、▲0.25％引下げ

「ニッポン一億総活躍プラン」「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」の推進
に向けて、「子育て支援」「ＵＩＪターン」「コンパクトシティ形成」の施策につい
て、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅金融支援機構が支援。

「ニッポン一億総活躍プラン」「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」における地方創生等の推進に向け、「子育て支援」「ＵＩＪ

ターン」「コンパクトシティ形成」の施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共団体による財政的
支援とあわせて、フラット３５の金利を引き下げることにより、地方創生等を促進させる。

フラット３５子育て支援型及び地域活性化型の概要～現場ニーズに即した支援施策の充実②～

＜地方公共団体と住宅金融支援機構の連携イメージ＞

協定
補助金等の

財政的な支援措置 金利引下げ

地方公共団体 住宅金融支援機構

住宅ローン（フラット35）の

子育て支援型 （子育て支援）
～「希望出生率１．８」に向けた近居・同居等の実現～

【シニア世帯】 【子育て世帯】

近居・同居

地域活性化型 （ＵＩＪターン）
～潜在的希望者の地方移住・定着の実現～

【施策を実施する
地方公共団体の区域内】

ＵＩＪターン

＜施策イメージ＞

地域活性化型 （コンパクトシティ形成）
～コンパクトシティの実現～

【居住誘導区域内】 【居住誘導区域外】

住み替え

【施策を実施する
地方公共団体の区域外】
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モデル都市の形成 ～具体的な効果・事例を目に見える形で提示～

○目指す都市像や目標値が明確で、コンパクトシティ化の効果の発揮が期待される取組を取り上げ、関係省庁が連携
して重点的に支援し、モデルケース化。

○これらの先行事例における取組内容やノウハウの収集・集積、情報提供等を進めて横展開し、取組の裾野を拡大。

コンパクト・プラス・ネットワークのモデル都市一覧

16



居住誘導区域

都市機能誘導区域

中心地区

地域拠点

学園地区

青森県弘前市：人口約１７．７万人（H27）↘約１４．０万人（H47）

・半径2.5kmの市街地。約50人/ha と、10万人台の都市では高い人口密度

・都市機能誘導区域に７割の都市機能が集積 ※誘導施設の用途のもの

小さく集約化された市街地を維持。
すでに主な都市機能は中心地区に集積。

未活用の赤レンガ倉庫。
PFIリノベーションで美術館を誘導。

雪に強く交通が便利なエリアに居住を誘導。

多い年は20億円に及ぶ除雪費用。

冬期の「市民の足」である公共交通も

厳しい経営状況に。

・文化財である市庁舎は、建替え・移転でなく、現地での

リノベーションで長寿命化

通常の建替え（７１．９億円）と比較して

１７．４億円の削減※

中心地区での機能集積構造の継続や、賑わいの

維持のためには、「まちを使い倒す」
徹底した既存ストックの活用が鍵に。

中心地区の都市機能を
リノベーションで充実。

公的不動産(ＰＲＥ)を賢く活用。
「日本ファシリティマネジメント大賞」も受賞。

・居住誘導区域は、根幹的な公共交通の沿線に設定

・中心部を走る「100円バス」の黒字経営の強みを生かしつつ、地域公

共交通再編実施計画で、さらに使いやすい公共交通網へ

・都市機能誘導区域「学園地区」では、高等教育機関を誘導

冬期に公共交通を利用する学生を

54％(H19)から66％(H３７)に

公共交通沿線に居住を誘導。
「市民の足」の確保と、経営改善を同時に実現。

居住誘導区域等に融雪施設を重点化。
除雪もGPSで効率化。

・居住誘導区域・都市機能誘導区域は、

融雪施設整備の重点地区に設定

・GPSの活用で、除雪車の動きを把握し、

除雪作業を大幅に効率化

・PFI事業により、美術館を

含む芸術文化施設を整備

予定（遊休施設から美術

館へのPFIは、全国初）

弘前大学の学生中心のワー

クショップで、弘南鉄道大鰐

線の利用促進策を検討・提

案し、利用者増を実現

通常の事業手法（２９．７億円）と比較して２．３億円の削減

除雪費用を現在１２億円から
約１．７億円(H47)の削減※

・再開発ビル「ヒロロ」には、子育て・交流・健康関連の公

共施設を集約。経営は民間法人に任せ、年50０万人

の集客

冬期でも便利な居住誘導区域の人口を

７．５万人（H47・ﾄﾚﾝﾄﾞ）から９．３万人（H47）へ

２５％の増加
空き店舗が年々減少。中心地区の商業者の力。

若手中心のまちづくり

会社によるリノベー

ションプロジェクト等も

克雪も交通も。多様な活動を行う市民の力。

・社会福祉協議会等では、除雪、

雪下ろしのボランティア派遣を

実施

・市は、市民税の１％を市民活動
への助成費に

これらの取組により
公共交通の年間収益を

１．３億円増益（H３７・対ﾄﾚﾝﾄﾞ）※

－ 中心地区の歩行者通行量を １．９万人（H32・ﾄﾚﾝﾄﾞ）から２．３万人（H32）へ ※ －

市庁舎

スター
バックス

赤レンガ倉庫

ヒロロ

土手町
商店街

・中心地区では、地区計画

により１階をセットバック。

連続した「こみせ」（伝統

的アーケード）を形成

約１kmの土手町商店街

の空き店舗は約８％

（H20年度から半減）

・未公開の市有の登録有形

文化財にスターバックスを

誘導。全国初の試み

「学園地区」

高等教育機関を
誘導。

公共交通の年間利用者数

4,000

4,500

5,000

H26 H32 H37

（千人）

16％

4,606

4,149

4,807

トレンド

目標

※弘前市資料をもとに国土交通省試算

（地域公共交通網形成計画）平成２８年５月１２日公表
（立地適正化計画）平成29年3月31日公表

鉄道

主要バス路線
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居住誘導区域

都市機能誘導区域

山形県鶴岡市：人口約１２．９万人（H27）↘約１０．５万人（H52）

郊外部の開発許可面積が激減 2.8ha/年 → 0.9ha/年
市街化区域の人口割合も増加 52％ → 60％

※線引きの導入は市町村合併に伴うものを除くと２例のみ。開発の比較は、3000
㎡以上を対象に、H11～15とH16～20で比較。人口割合は、H17とH27で比較

極めて稀な「線引き」導入(H16)

開発動向は郊外部から市街地へシフト。

高さ規制の見直しで、市街地の更新に。
古くからの路地裏等を生かした空間づくりも。

・景観形成のための高度地区規制を柔軟化。景観に配慮し

た中高層住宅を誘導し、新たな居住ニーズに対応

若年層に魅力のある「働く場所」づくり。
ベンチャーを育む環境へ強力に誘導。

ベンチャー企業の萌芽
・慶応大学先端生命科学研究所を誘致（H13）

・当大学と連携した若者によるベンチャー企業が萌芽
（スパイバー社、ヤマガタデザイン社 等）

・市も、慶応大学と連携し、 ベンチャー支援のための
「レンタル・ラボ」を整備(H18)

・「サイエンスパーク」を都市機能誘導区域に。研究教育
施設を誘導

・地域デベロッパーが、グローバル対応を意識したクリ
エイティヴな起業者向けの交流・滞在施設を整備中

○若年層の「働く場所」と「住む場所」をつくり、

地元に定着する若年層を 1.0千人(H52･ﾄﾚﾝﾄﾞ)から1.6千人(H52)へ＊

・ＮＰＯが、「ランドバンク事業」（空き家・空き地の寄付を受け、
周辺道路と周辺宅地の拡張種地とする）をH25から実施。

小規模・連鎖的に土地利用を進め、「都市のスポンジ化」に

的確に対応

・中心部の路地や蔵を生かし、街区の内側に

「ナカニワ広場」 を配する住宅街区に再編。

若年層にも魅力ある居住空間を提供

・まちづくり会社が、倉庫跡を映画館「鶴岡

まちなかキネマ」にリノベーション

「負の資産」も賢く生かして、居住を再集約。

ベンチャー事業者の活力をまちづくりへ

活力あるベンチャー事業者、地域デベロッパー、不動産事業者、リノベーター等で「コンソーシアム」を結成。
誘導区域内での若年層のニーズに合った居住空間の提供や、都市機能の誘導に参画

ベンチャーを育む研究教育施設を
１０年(～H37)で３０施設に倍増

サイエンスパークヴィレッジ（仮称）

「ランドバンク事業」で良好な基盤の住環境に。

中心部の人口を

約６，４００人（H52・ﾄﾚﾝﾄﾞ）から約９，８００人（H52）へ＊

中心部

現在1,075棟の空き家（居住誘導区域内）が

５年で約１５０棟（１３％）減少

基盤の整った防災性・利便性の高い市街地に

約３００戸の住宅の増加＊で市街地の更新に

・居住誘導区域外か

らの住宅開発の届

出をとらえ、区域内

の物件をあっせん。

中心部には、すでに主な都市機能は集積しているが、

若年層を中心に縁辺部へ流出し、ドーナツ化現象に。

城下町の町割から宅地・道路が狭く、

空き家・空き地（負の資産）を生む構造

※地元定着率（18歳転出者のUターン率）を35.6％(H22)から51.7％(H52)へ

※人数はH48～52の5年間

温海地区

鼠ヶ関地区

鶴岡地区

大山地区

湯野浜地区
藤島地区

将来を見据え、広大な市域から拠点を絞込み
・周辺の町村との合併に伴い、線引きを導入するも、

市街化区域の人口密度は36人/ha（H25）と徐々に減少

・居住誘導区域、都市機能誘導区域を、６つの市街化区域のう

ち、

鶴岡市街地(旧鶴岡市)のみに設定 (市街化区域の４割）

＊鶴岡市資料をもとに国土交通省試算

鶴岡駅

・老朽化した商業施設等を大規
模改修する民間誘導施設等整

備計画の認定は全国初

（地域公共交通網形成計画）平成２８年４月１日公表
（立地適正化計画）平成２９年４月１日公表
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○地域コミュニティ組織（11地区）
において使途を地域に委ねた自由度の
高い交付金により地域づくりを支援。

○コミュニティワゴンを貸与し、
都市部と村部を結ぶ。

「スマートウエルネスみつけ」の実現 ～都市部と村部が持続する歩いて暮らせる健幸都市～

＜見附市立地適正化計画図＞

期待される効果

＜集約区域外＞

交通 バスで拠点を連結

○市役所等の都市機能が集積する見附地区と他の地区を

コミュニティバスで結び、回遊性を向上。
運行間隔を25分短縮（45分(H26)→20分(H32)）

拠点 まちなかへ都市機能を集積

○空き商業施設を改修し、市民の
交流拠点として、健康運動教室,
物産コーナー,子育て支援等の
機能を集積。

年間利用者数50万人。

健康 歩きたくなるまちなか

○全国初の「歩こう条例」「健幸基本条例」の施行

○健幸ウォーキングロードなど歩ける環境の整備

○健幸ポイント制度＊の導入
＊歩数や運動教室への参加等によりポイントが貯まり、
地域商品券等と交換可能

○健幸クラウドを活用した施策の実証的検証

＜集約区域内＞

高齢者の介護費用を５.１億円／年(※)削減

H22～H24は

県内１位

介護認定率の推移（見附市調べ）

1.7％減

地域コミュニティ
（ふるさとセンター設置箇所）

コミュニティワゴン

デマンドタクシー

市街化区域

立地適正化計画区域

高齢者の外出機会を増加

地域 自治権を住民に

コミュニティバス

見附地区

市街化区域

都市機能誘導区域

コミュニティバス路線

ネーブルみつけ

コミュニティ銭湯

＜集約区域図＞

(株)つくばウエル
ネスリサーチと連携

都市機能誘導区域

※居住誘導区域は平成30年度に設定予定

集約区域と集約
区域外の各集落を
コミュニティワゴン
等で結ぶ

目標

トレンド

歩く高齢者数を増加

19.2％

20.9％

囲碁・将棋コーナー

コミュニティバスの年間利用者数を約63％増加
（12万人(H27)→20万人(H32)）

○まちなかにコミュニティ銭湯を整備。

年間利用者数24万人。

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

H20 H22 H24 H26

見附市
新潟県
全国

※ 見附市の介護認定率の目標値及び「平成27年度 介護認定給付費
等実態調査(厚生労働省)」に基づく一人あたり介護費用190.9千円/月
より国土交通省が試算

H32

子育て支援センター 市民交流コーナー健康運動教室 物産コーナー

ネーブルみつけ

コミュニティワゴンによる通院コミュニティワゴン

見附市役所

道の駅

見附駅

見附市立病院

見附駅周辺地区

見附地区

今町地区

新潟県見附市：人口約４．１万人(H27)↘３．１万人(H52) （地域公共交通網形成計画）平成２８年３月３０日公表
（立地適正化計画）平成２９年３月３１日公表
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「軸線強化型都市構造」への転換 ～まちなかを核とした集約都市の形成～

期待される
効果

○都心と市街地ゾーンを結ぶ
主要なバスルートと鉄道を
公共交通重要路線とし、
沿線を居住誘導区域に設定。

（市街化区域の43％）

居住誘導区域内の人口密度

62.9人/haを維持。

居住の集約 公共交通重要路線沿線への誘導

・金沢の歴史・文化の保全を図るとともに、まちなかの賑わいを創出する

ことで、年間入り込み客数を100万人増加※2 (1千万人(H27)→1.1千万人(H32))

金沢市役所

金沢駅

都市機能誘導区域

駐車場配置適正化区域

都心軸（再開発実施エリア）

金沢城跡公園学生のまち市民交流館

再開発施設（商業系主体）

一日あたりのバス利用者数（ふらっとバス含む）

公共交通重要路線沿線への居住誘導やパーク＆ライド

の推進等により、バスの利用者数を20％増加

○都心軸で再開発（16箇所,敷地面積14ha）を
集中的に行い、多様な機能を集積(ホテル,商業,
子育て支援等)。

○北陸新幹線の開業に備えて金沢駅前の区画整理

を行い、民間投資（約450億円）を誘発。

○民間事業者による空きビルのホテルへのリノ
ベーション、専門学校等の教育機関のまちなか
への誘致を促進。

○金沢学生のまち市民交流館
を整備し、学生をまちなかに
呼込み、交流を促進。

賑わいの創出 都心軸での再開発等

○バス路線の段階的再編や交通結節点の機能を強化。

○駐車場配置適正化区域＊を全国で初めて導入。
駐車場設置の指導等によりまちなかへのマイカー
流入を抑制。

○「金沢ふらっとバス」により、まちなかの回遊性
を向上。

○公共レンタサイクル「まちのり」や公共レンタ
ベビーカー「ベビのり」により、まちなかの
回遊性を向上。

公共交通軸の強化 バス路線の再編等

歴史的町並みの保全 空き町家の再生

○金澤町家情報館を活用し、居住希望者を対象
とする町家の売買等の総合相談窓口として機能。

○金澤町家情報バンクによるマッチング。

○金澤町家再生活用事業により、居住誘導区域の
一部であるまちなかでの空き町家の修繕等に
ついて補助を実施(H22～)。

まちなか区域の住宅棟数の約30％を占める町家の
保全活用を図ることにより、町家の消失割合を
約10％抑制

建築士会
と連携

町家が連続した歴史的な町並み

＊都市再生特別措置法第81条第5項に基づく制度

＜金沢市立地適正化計画図＞

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

H27 H52

居住誘導区域内の人口トレンド※と目標値

トレンドで
推移した場合

目標 約235,000人

約210,000人

・まちなかの魅力が向上することで、中心市街地における４５歳未満人口

の増加数が約７割※1増加（自然増除く）

※2 金沢市観光戦略プラン2016より

金澤町家での学生活動

地価が約１万円/m2(６年間で５％)上昇。

土地区画整理事業エリア

進出した民間企業

※国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠

68,000

72,000

76,000

80,000

84,000

H25 H26 H44

84,000人20％増加

【参考（現状）】

全国平均：２％減/年

※1 金沢市中心市街地活性化基本計画（平成29年４月～平成34年３月）より

国交省試算

1０％増

国交省試算

金澤町家情報館

石川県金沢市：人口約４６．６万人(H27)↘４１．７万人(H52) （地域公共交通網形成計画）策定予定
（立地適正化計画）平成２９年３月３１日公表
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幹線区間における
サービス水準維持･向上

地域生活拠点
（トランジットセンター）

まちなか
（JR・名鉄岐阜駅）

-2

幹線バス路線沿線への居住誘導

居住誘導区域の人口密度を維持
51.2人/ha(H27)→ 51.2人/ha(H47)

居住誘導区域へ３.３万人誘導(区域外人口の約２０％)

バス利用者増・運行の効率化
により乗車効率約2割向上

ビッグデータや地域住民の意見を反映させた、
生産性の高い持続可能な地域公共交通の再構築

まちなかへ出かける仕掛けづくり

医療費抑制

約２７億円/年

※1 岐阜市の設定する各計画の目標が達成された場合を仮定して国土交通省試算

〇市街地再開発と合わせて、まちなかに健康・運動
施設(トレーニング施設等)を整備

〇中心市街地空き店舗を活用した健康ステーション
〇歩車分離、ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽの案内、トイレ整備
○健康づくり活動へのポイント制度を導入
〇住民参加型の健康づくり運動（各地域で実施）

成人に占める8000歩/日歩く人の割合が増加

※1

まちなかへの居住誘導

〇まちなか２地域の５プロジェクトで約1100戸供
給(予定含む)。更に４プロジェクトも検討中。

〇まちなか居住を支援
(取得：上限50万円/戸 賃貸：上限24万円/年)

① ② ③

歩いて暮らせる
まちなか居住者
の増加

沿線人口の
増加により
バス利用者
増加

ま
ち
な
か
へ
の
バ
ス+

徒
歩
の

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
向
上

バス年間利用者数

※1

※3 国民健康・栄養調査（2008～13年、2012除く）から国土交通省算出

自治会の協力でウォーキングインベント実施

都市機能誘導区域
（地域生活拠点）

生活に必要な機能を維持
(医療、福祉、子育て、
教育、商業)

バスの利便
性向上によ
り沿線人口
増加

幹線バス

市街化区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

鉄道駅

鉄道路線

全国平均:
２％減

（H17→H25)

居住 交通

健康

公共交通の便利な地域を居住誘導区域に設定

(市街化区域の５７％)
（郊外団地は生活環境を維持しつつ誘導区域に含めない）

万人 5年増減

H12 2,390 
H17 1,780 ▲610 -26%
H22 1,800 +20 +1%
H27 1,730 ▲70 -4%
H32 1,900 +170 +10%＜目標＞

※1

①

②

健康・運動施設
(健康増進、健康相談)

福祉・医療等施設
（３Ｆフロア）

③

岐阜市柳ケ瀬健康
ステーション(健康

チェック、健康づくり教室、
健康相談等)

柳ケ瀬通周辺地域

ＪＲ岐阜駅

イメージ図

玉
宮
通
り

都市部の
回遊性向上
歩行者空間
の確保

都市再生緊急整備地域

市街地再開発事業
完了 組合設立
準備組合設立 準備組合設立前

福祉施設
(特養等)

岐阜駅北地域

完成後統合

※1
運転手不足

に対応

ビッグデータと都市構造を重ね合せ、
幹線バス区間を設定
幹線バス区間はＢＲＴ化（岐阜駅直通路線を統合）

※2 第三次ぎふ市民健康基本計画より引用
20歳以上の岐阜市民7.9万人(歩行数4000歩以上～8000歩
未満)が8000歩、歩くよう(歩行数平均1300歩増加)になれば達成

26.7%(H28)→50%(H33)※2

全国平均＝32.4％ ※3 

〇ビックデータで乗車率の高いダイヤを設定
〇乗継拠点の整備と

併せて路線分割を行い、
幹線と支線を役割分担
(岐阜駅のハブ化も実施）

〇地域住民が、ルート、ダイヤ、運賃を
決定するコミュニティバスを運行

バス会社
の協力により
ICカード導入、

ビックデータ取得

岐阜県岐阜市：人口約４０.６万人（H27）↘約３５.８万人（H47） （地域公共交通網形成計画）平成２７年４月３日公表
（立地適正化計画）平成２９年３月３１日公表
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都市機能誘導区域

交流

交流
送迎保育ステーション

基幹産業の集積を図り職住超
近接を目指すエリア
※居住誘導区域から除外

居住誘導区域

産業集積・職住
超近接エリア

（P）

駅そばの子育て世代
向け環境整備

市街化調整区域

流入・定住

子育て世代の流入・定住・交流に特化し、都市機能誘導区域を
鉄道駅周辺に絞り込んで設定
→ 子育て世代のニーズに即して働きやすい環境を整備し、戦略的に子育て世代の定住を促進

・出生率を1.43（H27）から1.6（H32）に改善
・25～44歳の女性の就業率を58.0%（H22）から67.2%（H32）に改善

25～44歳女性の就業者が約1300人増※

※大東市資料等をもとに国土交通省試算

特に居住を誘導する区域を独自設定し、駅前で
子育て世代等のニーズにマッチする住環境・住宅
の確保を重点的に実施
・駅前等の公営住宅で子育て世代の優先入居枠を設ける方
向で調整

・PPPによる市営住宅の建替え、民間住宅の供給

『北条まちづくりプロジェクト』

市営住宅建替え・公園再整備を皮切りに、PPP手法を
用いつつ遊休公的不動産を活用し段階的な地域づくり
を実施 （H28.10まちづくり会社設立済）

四条畷駅周辺エリア

子育て世代の生活利便・就業環境向上に
向けた都市機能を誘導
・送迎保育ステーション（既存の私立保育園を市が活用）

・多機能型保育所（病児保育、一時預かり等）

等を誘導施設に位置づけ

住道駅周辺エリア

（立地適正化計画）平成２９年１０月作成予定

25～44歳の女性の就業者1,300人増により、約１００億円の経済効果を創出※

借上げ市営住宅

一般賃貸住宅

温浴施設
カフェ

アトリエ・店舗付き住戸

マルシェ

金融機関

設計・建設会社

まちづくり会社
配当

出資

テナント

賃貸料

地域金融機関
民都機構

企業等出資者
金融機関

ファンド
（LLPor合同会社）

出資

配当

出資

事業株式会社
（プロジェクトごとに組成）

出資

融資 返済大東市

配当 出資

定期借地契約
借地料

配当

連携

国

家賃
（借上げ市営住宅）

入居者
（借上げ市営住宅）

交付金
(整備費・家賃補助）

交付金
(整備費等）

出資配当

企業等出資者
家賃 配当出資

発注
賃貸借契約

出資
配当

第１弾ＰＪ
（約1.4ha）

若年層向けのコンテンツを重点的に誘導
野崎駅周辺エリア

廃校舎をリノベーションし、スポーツ・歴史・文化・食
のコンテンツを備えた交流拠点化。段階的に周辺
に取組を広げ、若年層の交流人口増加を図る。

『深野北小学校跡地活用プロジェクト』

・産業活性化センターでの就労環境整備（創業支援（D-Biz）等）
・市内在住・就労者に限定した奨学金返還補助
・雇用者の市内居住を確保する企業に対する支援
・創業支援の取組に駅前公共空間等を活用 等

→ ソフト施策による子育て世代等への就労支援

子育て世代の居住誘導により北条地域の子育て世代

が４割増加※
（H32までの北条地域への子育て世代流入339人（大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略））

民間投資を呼び込み、市営住宅の建て替え等の事業

費の1/１5の支出（大東市試算）で実施

（事業スキームイメージ）

H29年度創設事業の活用を想定

送迎保育サービス利用者は送迎の時間を

平均32分/人・日短縮※
（住道駅周辺から大阪駅方面への通勤を想定）

市街化区域

市街化調整区域

大阪府大東市：人口約１２．２万人（H27）↘約１０．５万人（H52）

22



吉札駅

高松

八幡前駅

延時

○ ３大学開校により、昼間人口が約２割増加 （7,900人→9,100人）

○ 中心拠点区域における空き家が約３割減少 （216件→151件） ※効果は和歌山市資料から国土交通省が試算

《 公的不動産（ＰＲＥ）等既存ストック
を活用した都市機能の集約化 》

紀三井寺駅

宮前駅

布施屋駅

紀伊駅

六十谷駅
紀ノ川駅

和歌山大学前駅

加太駅

都市機能誘導区域図

吉札駅

中心拠点区域

人口減少【S45年とH22年は同水準】が進む一方で、市街地が拡散【DID面積：3,370ｈａ（S45）→ 6,284ｈａ（H22）】し、

人口密度が6割【DID密度：75.4人／ｈａ（Ｓ45）→ 45.2人／ｈａ（Ｈ22）】に下落

都市計画法第３４条第１１号条例（５０戸連たん制度）を原則廃止

⇒ 調整区域内における開発許可件数が概ね半減

※これまで１１号条例全面廃止は、三大都市圏の３自治体のみ。

市街化調整区域内の開発許可制度の大幅見直し

⇒ 人口密度の低下で中心部に生じた公的不動産（ＰＲＥ）の跡地を都市機能集約の起爆剤に活用

空き店舗等の有効活用

・家守会社（５社創業）
・リノベーションスクール（５回）開催（合計１５３人受講）
・２年で１３件の事業化により、約３０人の雇用が創出
・わかやまリノベーション推進指針をH29.3に策定し、民

間主導・公民連携によるリノベーションまちづくりを推進

ピザ店の出店実現

リノベーションスクール

和歌山城
再開発事業（病院・食品スーパー等）

３大学誘致（定員：１，２８０名）

0 125 250 375 500
ｍ

リノベーションスクールより事業化した案件

リノベーションスクールより事業化する候補地

期待される効果

再開発事業（専修学校・店舗等）

郊外の大学敷地ではなく、中心拠点の中学校跡地に学部開設

和歌山県立医科大学【薬学部：６学年６００人】

県外（東京都）ではなく、中心拠点の小学校校舎跡等に学部開設

東京医療保健大学【看護学部：４学年３６０人】

中心拠点外の保育所（１か所）と既設の岡山幼稚園を集約

岡山認定こども園

郊外の施設から地場産業発信機能を移転

まちおこしセンター（地域交流センターと合築）

南海和歌山市駅

ＪＲ和歌山駅

市民図書館の移転整備に合わせて、ブックカフェと子育てスペー
ス、託児所（一時預かり）を創設。

再開発事業（図書館・商業施設等）

中心拠点外の保育所（２カ所）・幼稚園（１カ所）と既設の本町幼稚園を集約

本町認定こども園（こども総合支援センターと合築）

和歌山信愛大学（教育学部：４学年３２０人）

郊外の短期大学敷地ではなく、中心拠点の小学校校舎跡に大学開設

公共交通ネットワークの維持と連携した拠点の集約化

○都市機能誘導区域を集約（地域拠点区域：候補６９カ所⇒選定１２カ所）
※居住誘導区域は平成２９年度設定予定

○各拠点の公共交通ネットワークを民間事業者と連携して維持
⇒ 廃止寸前であった貴志川線（鉄道路線）を公募にて新しい事業者を選定

猫を駅長に抜擢するなど日本一心豊かなローカル線に向けて取組を実施
※輸送人員 １９２．２万人／年間（H１７）→２３２万人／年間（H２７）

（地域公共交通網形成計画）作成中
（立地適正化計画）平成２９年３月１日公表

伏虎義務教育学校（小・中一貫校）

和歌山県和歌山市：人口約３６．４万人（Ｈ27）↘約２９．８万人（Ｈ47）
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山口県周南市：人口約１４．５万人（Ｈ27)↘約１２．０万人(Ｈ47)

・中心市街地における不足業種店舗等
の開設・運営等を目的に設立された民
間事業者が商業施設を整備

・西京銀行が設立したファンドが民間事
業者へ出資

・商業・交流などの機能を持つ複合施設
を民間が整備し、新たな都市機能を誘
致

・まちなかの空き店舗に福祉機能（デイ
サービス）が立地

③地方銀行との連携による
小規模複合商業施設の整備

④空きビル等を活用した
商業・交流・福祉機能の導入

民間活力を導入した図書館を核とした賑わ
い交流施設（徳山駅隣接）を整備
（指定管理者：TSUTAYAを運営するCCC）

中心部における賑わい交流施設整備、市役所建て替え等の取組により年間約４０万人の入込数増加見込み

・民間事業者へ初期投資の助成を行う
ことにより、新規出店を促進

・コンビナート（㈱トクヤマ）の発電により
拠点の軸となるエリア内の特定施設に
安価な電力を供給

費用効果
供給先の公共施設の電気料金を年
間約３千万円（約３割）削減

エネルギーの地産地消（市外の電力
会社からの電力購入不要）により、

地域で約７千万円が循環

⑤拠点への店舗誘致

都市機能誘導区域図 市中心部（徳山駅周辺）

1:10,000

0 100m 500m

新南陽駅周辺
徳山駅周辺

市街化区域等の６．５％
（居住はＨ３０年度設定予定）

都市機能誘導区域

市街化区域

【商業】

【商業・交流・福祉】

埋設ケーブル

民間活力を上手に活用しつつ、多様な都市機能を拠点に誘導

発電施設

（地域公共交通網形成計画）平成２８年４月２６日公表
（立地適正化計画）平成２９年３月３０日公表

市役所の建て替えに伴い、分散していた
７庁舎を集約し、新たに市民交流施設等
を設置

費用効果
施設維持管理費を年間約４千万円
（約３割）削減

①市役所の建て替えに伴い
分散した機能を集約

②民間活力を導入した図書館の整備

【庁舎】

【図書館】

徳山駅から半径８００メートル

※入込数は、周南市資料から国土交通省が試算
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地域包括
ケアの拠点

再開発（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ等）や区画整
理（子育てプラザ等）などにより、
151戸の住宅を誘致

○まちなかの住宅供給

１０年間、居住誘導区域内の人口を維持し、

推計値から、約１０％ の人口増を実現 まちなかの
空き店舗の解消

■訪問系福祉事業者及び居住者をまちなか

誘導し、福祉ｻｰﾋﾞｽの生産性を、

約１３％ 向上

■まちなか居住の促進や、
多様な集客施設の集積に
より、空き店舗を解消

まちなかの福祉サービス
向上による居住の推進 ○医療施設・学校のまちなか移転

・急患センター
・看護学校、訪問看護ステーション

〇市庁舎
建替

歩行量増加
による医療
費の削減

(中心拠点)

(その他)

福祉ｻｰﾋﾞｽの生産性向上

医療・福祉の拠点づくりまちなか
居住の推進

45000

50000

55000

H17 H22 H27 H32 H38

トレンド

目標 約53,000人

約48,000人

10%

居住誘導区域内人口のトレンドと目標値

医師会の協力
により実現

H18 H26H24H22H20
約23,600人

約25,000人
中心市街地内の歩行者量の推移

約36,400人

空き店舗の減少ﾄﾚﾝﾄﾞをさらに継続

飯塚緑道

まちなかの賑わい創出

健康寿命の延伸

：現在地(中
心拠点）で
建替を実施

○ウォーキングコース整備
〇ジム整備、健康教室の開催による歩行量増

福岡大学スポーツ
科学部との連携

ま
ち
な
か
で
の
先
行
的
な
取
組
の
効
果
を
全
市
的
に
波
及

ウォーキングイベントの参加人口の拡大
1,000人（H25） → 3,000人（H30） ※いいづか健幸都市基本計画

拠点病院、大規模な集客
施設等を誘導

都市機能誘導区域
（中心拠点）

飯塚ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
+分譲ﾏﾝｼｮﾝ
+急患ｾﾝﾀｰ
+訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ

+看護学校

飯塚市役所

シルバー人材に
よる空き店舗活用

健幸プラザ

ＪＲ飯塚駅

飯塚本町東地区
（土地区画整理）
子育てﾌﾟﾗｻﾞ等

現行の用途地域の ５１％ に居住誘導区域を限定
し、人口減少トレンドの中、密度を確保

都市機能誘導区域を複数設定。

地域の実態にあわせ、誘導施設を設定し、
必要な生活サービス施設等を確保。

○撤退したﾃﾞﾊﾟｰﾄをｺﾐｭﾆﾃｨ機能の
拠点として建替。運動施設や障

害児福祉機能導入（健幸プラザ）

㈱まちづくり飯塚が事業実施
（100%民間出資のまちづくり会社）
※事業費約7億円

民間開発の誘発
（３件計画中）

郊外から移転

■まちなかから、全市的に歩行量の増加を
波及させ、

約８．４億円 の医療費を削減

○飯塚本町東地区
商業機能、子育て拠点等導入

○商店街の空き店舗を活用

シルバー人材センターに
よる飲食店経営等

居住誘導区域内の高齢者人口密度が、区域外の約10倍
となることから、訪問時の移動時間の短縮分を試算 ※①

40歳～74歳の3割が一日当たり2,000歩増を想定
医療費削減効果から試算 ※②

H23 H27

24

本町商店街空き店舗の推移

地域のつながりと豊かな
コミュニティをはぐくむ
IIZUKA

解消24

12

※①② 国土交通省試算

福岡県飯塚市：人口約１２．９万人(H27)↘約１１．９万人(H38)（地域公共交通網形成計画）平成２８年９月１２日公表
（立地適正化計画）平成２９年４月1日公表

25



乗換拠点
バス専用レーン

熊本県熊本市：人口約７４．１万人（H27）↘約７３．１万人（H37）

バスの利便

居住

交通

○居住誘導区域を市街化区域の54.7％に集約

○公共交通の利用を念頭に置き、市民ニーズを
反映させた区域設定

民間バス会社の経営危機を契機に、持続可能な公共交通の実現に向けて、官民一体で推進
○路線バス利用者は、昭和５０年に比べて約３割まで減少 ⇒ 都市のコンパクト化と連携してバス等の公共交通網の再構築を図る

○ 公共交通沿線への居住誘導による増収効果：年間約2.3億円※２。さらに、バス運行の効率化により、
乗車率の向上、経営の改善を期待

○ 中心市街地への移動利便性の向上により、中心市街地の消費額を増加

期待される効果

〇市民アンケートから算出した
「バス停等を利用しやすい距離」
を基に、居住誘導区域を設定

○バス路線での幹線と支線の位置付けを明確にし、
幹線では重複路線を再編して効率化

○バス専用（優先）レーン、公共
車両優先システムの導入拡大、
運行ダイヤの平準化等、公共
交通の利便性を向上

○民間の既存ストックも活用した乗換拠点の整備

中
心
部

メ
イ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル

Ａ
地
点

Ｂ
地
点

Ｄ
地
点Ｆ

地
点

Ｅ
地
点

Ｃ
地
点

フィーダ線
Ｃ
地
点

Ｂ
地
点

Ｄ
地
点Ｆ

地
点

Ｅ
地
点

中
心
部

メ
イ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル

重複路線 再編

現在 再編

後Ａ
地
点

乗換拠点

○【目標：H37年度】公共交通利用者数を
ﾄﾚﾝﾄﾞ値より約２２０万人※１増加
（バス利用者数は約１２０万人※１増加）

中心市街地

バスターミナル
(メインターミナル)

〇民間が主体となった再開発事業により、
・中心市街地のバスターミナルを再生
・バスターミナルと一体的に商業、住居、

多目的ホール（市所有）等の複合施設を整備

〇道路の廃止により生み出した区域等をオープンスペース
として整備 ⇒周辺への波及効果を期待

○年間利用者数：２，５００万人を想定

〇中心市街地と地域拠点を結ぶ８方面について、
各方面の特徴に応じて、骨格となる基幹軸を形成

○利便性の高い公共交通沿線や市内の拠点周辺に
居住を誘導

※１：熊本市資料を基に、国土交通省試算

利便性の高い公共交通が確保される事により市民の暮らしやすさを維持

利便性の向上により公共交通を利用して

中心市街地へ向かう住民が増加

中心市街地のバスターミナル等の整備や魅力の向上により、
公共交通を利用して中心市街地へ訪れる住民が増加

都 市 の コ ン パ ク ト 化
居住誘導区域図

防災機能も併せて整備し、
災害時の拠点の役割も担う

バス専用レーン

利便性の高い公共交通沿線に一定の人口密度を維持す
ることにより公共交通の持続性の確保

桜町地区再開発事業施行区域

※２：一定の仮定条件のもとで、熊本市試算

（地域公共交通網形成計画）平成２８年４月１１日公表
（立地適正化計画）平成２８年４月１日公表
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

都市のスポンジ化への対応について

（都市再生特別措置法等の一部改正法概要）
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都市のスポンジ化への対応について

- 空き地（個人所有の宅地等）は約44％増（約681㎢→約981㎢：大阪府の面積の約半分）
（2003→2013年）

- 空き家（賃貸用等を除く狭義の空き家）は約50％増（約212万戸→約318万戸：ほぼ愛知県全
域の世帯数）（2003年→2013年）

生活利便性の低下
治安・景観の悪化
地域の魅力（地域バリュー）の低下

背 景

都市のスポンジ化 → コンパクト・プラス・ネットワークの推進に重大な支障

※都市のスポンジ化：都市の内部で空き地、空き家等の低未利用の空間が、小さな敷地単位
で時間的・空間的にランダムに相当程度の分量で発生する現象

「経済財政運営と改革の基本方針2017」,「未来投資戦略2017」,「新しい経済政策パッケージ」 , 「まち・ひと・しごと創生基本
方針2017」において、都市のスポンジ化対策、未利用資産の有効活用等を措置するよう位置付け

⇒ スポンジ化が一層進行する悪循環

地権者の利用動機の乏しさ
→低未利用地のまま放置

行政から能動的に働きかけ、コーディネートと集約により土地を利用
（所有と利用の分離）

地域コミュニティで考えて身の回りの公共空間を創出（まずは使う）

官民連携で都市機能をマネジメント

人口増加社会では、都市計画に基づく規制を中心に開発意欲をコントロール

⇒人口減少社会では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされない

「小さく」「散在する」低未利用地の
使い勝手の悪さ

都市の大きさや外縁が変わら
ずに、小さな穴があくように密度
が下がっていく

中心市街地
（Ｎ市）

（着色部分が低未利用地等）

中心市街地の低未利用率： 27.0%

（着色部分が低未利用地等）
低未利用率 75%

要因と対策のコンセプト

28
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成30年法律第22号）

（平成30年4月25日公布、7月中旬施行予定）



都市のスポンジ化対策①

コーディネート・土地の集約

※所有者等探索のため市町村が固定資産税課税情報等を利用可能

○「低未利用土地権利設定等促進計画」制度の創設

(税) 登録免許税・不動産取得税の軽減

‐低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず、
複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成

○土地区画整理事業の集約換地の特例

○市町村は、低未利用土地利用等指針を作成し、低未利用地の管理について地権者に勧告が可能に

‐低未利用地を柔軟に集約し、まちの顔となるような商業施設、医療施設等の敷地を確保

○都市再生推進法人（まちづくり団体等）の業務に、低未利用地の一時保有等を追加
(税) 所得税等の軽減

(予算) 都市開発資金貸付け

【都市開発資金の貸付けに関する法律】
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都市のスポンジ化対策②

身の回りの公共空間の創出
○「立地誘導促進施設協定」制度の創設

‐交流広場、コミュニティ施設、防犯灯など、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する

施設（コモンズ）についての地権者による協定（承継効付）

(税) 固定資産税の軽減※ 周辺地権者の参加を市町村長が働きかけ

空き地や空き家を活用して交流広場・コミュニティ施設等を整備・管理

＊長野市「パティオ大門」 ＊活性化施設（イメージ）

○「都市計画協力団体」制度の創設

‐都市計画の案の作成、意見の調整等を行う住民団体、商店街組合等を市町村長が指定

（身の回りの都市計画の提案が可能に） 30



①シェアオフィス

【参考事例】栃木県宇都宮市 もみじ通り

■空き家・空き店舗を資源としたまちづくりの取組

資料：国土交通省都市局作成
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（株）ビルススタジオ提供

東武
宇都宮駅

JR宇都宮駅

もみじ通り

東武宇都宮駅そばの「もみじ通り商店街」は、店主の高齢化や後継者不足により

衰退し、平成19年には商店会が解散。

平成22年に不動産業も営む建築家が同地にオフィスを移転し、カフェを誘致した

のをきっかけに、空き店舗オーナーと出店希望者の仲介に携わるように。

10年の定期借家契約とテナントによる改修費負担を基本スキームとし、空き店舗

オーナーにとって負担感の少ない枠組を構築。

７年間で、建築家の目利きで選んだカフェやレコード店、美

容室、雑貨店など17店舗が出店し、若者層や子ども連れが

行き交うエリアに再生。賃料相場が大幅に上昇するなど、エ

リア価値が向上。

この商店街をモデルに、宇都宮市、栃木銀行、宇都宮

大学が連携し、周辺エリアの空き家の流通促進に取り組ん

でいる。

テ
ナ
ン
ト

仲
介
業
者

空
き
店
舗
オ
ー
ナ
ー

出店希望者
の選定

10年の定期借家契約

貸主の開拓
・

入居希望者
の紹介

改修費の負担

あっせん・仲介

発掘

□平成30年現在□平成22年（オフィス移転時）

（株）ビルススタジオ提供■：空き家（もみじ通りを中心とした目視調査による）



【参考事例】埼玉県毛呂山町 長瀬第１団地、第２団地

分譲当初の平屋建て住宅（空き家）

隣地取得のスキームと成果

も ろ やま まち

【事業のスキーム】

①最初の開発で狭小な
住宅が建設される

②少子高齢化等を
背景に空き家が増加

③既存の住民が隣接の
空き家・空き地を取得

④新たに取得した不動産と
あわせて住宅を新築

駐車場
・

菜園等

空

毛呂山町

32

■隣地取得等を通じた住環境の向上

隣地の取得による敷地の拡大事例

背景と現況

毛呂山町は、昭和30年代に開発された、敷地が
狭小な戸建て住宅地（1宅地 70㎡程度）が多く、
県内で最も空き家率が高い（県：11％、町：
20％）。

(平成25年住宅・土地統計調査)

当初分譲に関わった地元不動産業者がまちづくりへの責任感から継
続的に関与。
空き家が発生すると、当該事業者がまず隣地の住民に取得を持ちか
ける。



【参考事例】神奈川県海老名市

市と市宅建業者協力会（市内の不動産業者を中心
とした４０社で構成）が「空き家対策における協定」
を締結

市の作成した「空き家リスト」について、業者側は登
録空き家の現況報告と不動産業者視点での空き
家活用策の提案を実施

市は、提案を受けた物件について、所有者の意向
確認を行い、了承を得られた物件について所有者
と同会とをマッチング

これにより空き家が解消した場合、同会に報奨金
（最大１０万円）を支払い、不動産流通に乗せること
を促進し、空き家の減少を狙う。

■市と宅建業者の「空き家対策における協定」
締結
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